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新潟県市町村総合事務組合公報 
令 和 5 年 6 月 1 6 日 

新潟県市町村総合事務組合 
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事務所長の任免について（辞令） 

新潟県市町村総合事務組合行政組織規則（平成 16年規則第 2号）第 16条第 1項に規定する事務

所長に異動があったので、次のとおり発令した。 

令和 5年 6月 16日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 小 林 則 幸 

 

令和 5年 4月 2日付け   津南町事務所長を免ずる  桑 原   悠 

令和 5年 4月 19日付け  津南町事務所長を命ずる  根 津 和 博 
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事務所長の任免について（辞令） 

新潟県市町村総合事務組合行政組織規則（平成 16年規則第 2号）第 16条第 1項に規定する事務

所長に異動があったので、次のとおり発令した。 

令和 5年 6月 16日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 小 林 則 幸 

 

令和 5年 3月 31日付け  上越市事務所長を免ずる  小 田 基 史 

令和 5年 6月 15日付け  上越市事務所長を命ずる  八 木 智 学 
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新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のとおり公

布する。 

 令和 5年 6月 16日 

            新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長 勝 見 洋 人 

 

新潟県市町村総合事務組合公平委員会規則第 3号 

   新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則（平成 16 年公平委員会規則第 11 号）

の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 

 

５ 村 上 市 

機   関 職 

 （略） 

長 部 局 

政策監 課長 参事 課長

補佐 

 （略） 

 （略） 

 

９ 佐 渡 市 

機   関 職 

 （略） 

長 部 局 

 （略） 

福祉事務所長 

（総務課関係） 

課長補佐 総務行革係長 

人事係長 人事係の調査員 

（秘書広報課関係） 

課長補佐 秘書係長 

（財政課関係） 

課長補佐 予算係長 

 （略） 

 （略） 

 

22 関 川 村 

機   関 職 

 （略） 

長 部 局 

課長 班長 

（地域政策課関係） 

脱炭素推進室長 

 （略） 

 （略） 

別表第１（第２条関係） 

 

５ 村 上 市 

機   関 職 

 （略） 

長 部 局 

課長 参事 課長補佐 

 

 （略） 

 （略） 

 

９ 佐 渡 市 

機   関 職 

 （略） 

長 部 局 

 （略） 

福祉事務所長 

（総務課関係） 

課長補佐 総務行革係長 

人事係長 人事係の調査員 

（総合政策課関係） 

課長補佐 秘書係長 

（財政課関係） 

課長補佐 予算係長 

 （略） 

 （略） 

 

22 関 川 村 

機   関 職 

 （略） 

長 部 局 

課長 班長 

 

 

 （略） 

 （略） 
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改正後 改正前 

 

別表第２（第２条関係） 

 

２ 新潟県中越福祉事務組合 

機   関 職 

事務部局 

局長 次長 副参事 総務係

長 組織管理係長 総務係の

総括主査 

まごころ寮 
寮長 園長 副参事 

まごころ学園 

 （略） 
 

 

別表第２（第２条関係） 

 

２ 新潟県中越福祉事務組合 

機   関 職 

事務部局 

局長 次長 

 

 

まごころ寮 寮長 園長 次長 副参事 

総務係長 組織管理係長 総

務係の総括主査 まごころ学園 

 （略） 
 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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